
 

 

評価項目及び評価基準（標準型）  

 

○工事番号 第997号 

○工事名  防災行政無線等設置工事 

○工事場所 会津若松市東栄町地内外 
 

 上記工事に関する評価項目及び基準は以下のとおりとし、加算点の最高点は20点とする。 

なお、評価基準における基準日は入札公告日を基本とするが、年度の実績で評価する項

目もあるため、技術評価点申請書等の作成にあたっては、「総合評価方式様式関係記載留

意事項」を確認すること。 

 

１.企業の技術力（実績、経験等）に対する評価【1.35点】 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

⑴ 施工能力 

（公共工事） 

0.15 点 過去 10 年以内に公共工事における電気通

信工事（元請）において、請負金額が

300,000 千円以上の施工実績がある場合 

0.15 点 

上記以外 0 点 

⑵ 工事成績 

（本市発注工事） 

0.3 点 過去５年以内に本市発注の電気通信工事

（元請）において、工事成績が 80 点以上

の施工実績がある場合 

0.3 点 

過去５年以内に本市発注の電気通信工事

（元請）において、工事成績が 75 点以上

80 点未満の施工実績がある場合 

0.15 点 

上記以外 0 点 

⑶ 優良建設工事表

彰（本市表彰） 

0.3 点 過去 10 年度以内に本市優良建設工事表彰

の受賞実績がある場合 

0.3 点 

上記以外 0 点 

⑷ 品質管理能力 0.15 点 ISO9001 の認証を取得している場合 0.15 点 

上記以外 0 点 

⑸ 安全管理 0.15 点 過去１年以内に安全管理措置の不適切等

を事由として会津若松市入札参加停止等

措置基準による入札参加停止措置を受け

ていない場合 

0.15 点 

上記以外 0 点 

  

別 紙 



 

 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

⑹ 若年技術者の育

成及び確保 

0.15 点 直近の経営規模等評価結果通知書（総合

評定値通知書）における「若年の技術職

員の継続的な育成及び確保」及び「新規

若年技術職員の育成及び確保」の項目に

該当している場合（２項目該当） 

0.15 点 

直近の経営規模等評価結果通知書（総合

評定値通知書）における「若年の技術職

員の継続的な育成及び確保」又は「新規

若年技術職員の育成及び確保」の項目に

該当している場合（１項目該当） 

0.075 点 

上記以外 0 点 

⑺ 建設キャリアア

ップシステム

（CCUS） 

0.15 点 建設キャリアアップシステムに登録し、

当該現場で運用する場合 

0.15 点 

上記以外 0 点 

 

 

  



 

 

２．配置予定技術者の技術力（実績、経験等）に対する評価【1.05点】 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

⑴ 施工能力 

（公共工事） 

0.3 点 過去 10 年以内に公共工事における電気通

信工事（元請）において、請負金額が

300,000 千円以上の工事経験（監理技術

者、主任技術者又は現場代理人）がある

場合 

0.3 点 

過去 10 年以内に公共工事における電気通

信工事（元請）において、工事経験（監

理技術者、主任技術者又は現場代理人）

がある場合。上記を除く。 

0.15 点 

上記以外 0 点 

⑵ 工事成績 

（本市発注工事） 

0.3 点 過去 10 年以内に本市発注の電気通信工事

（元請）において、工事成績が 80 点以上

の工事経験（監理技術者、主任技術者又

は現場代理人）がある場合 

0.3 点 

過去 10 年以内に本市発注の電気通信工事

（元請）において、工事成績が 75 点以上

80 点未満の工事経験（監理技術者、主任

技術者又は現場代理人）がある場合 

0.15 点 

上記以外 0 点 

⑶ 優良建設工事表

彰（本市表彰） 

0.3 点 過去 10 年度以内に本市優良建設工事表彰

の受賞実績がある場合 

0.3 点 

上記以外 0 点 

⑷ 資格保有 0.15 点 １級電気通信工事施工管理技士又は技術

士（ただし「電気電子・総合技術監理

（電気電子）」に限る。）を保有して３年

以上の経験のある場合 

0.15 点 

上記以外 0 点 
 


